
徳
島
県
規
則
第
十
九
号

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
局
長
及
び
主
務
課
長
」
を
「
企
画
総
務
部
長
」
に
、
「
企
画
総
務
部
長
に
歳
出

予
算
配
当
要
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
歳
出
予
算
配
当
表
に
よ
り
歳
出
予
算
の
配
当
を
行
う
と
と

も
に
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
会
計
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三

項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
歳
出
予
算
配
当
」
を
「
歳
出
予
算
の
配

当
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
」
を
「
配
当
の
ほ

か
、
企
画
総
務
部
長
に
歳
出
予
算
配
当
要
求
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
、
「
追
加
配
当
」
を
「
追

加
の
配
当
」
に
、
「
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
必
要
な
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
当
該
要
求
書
を
審

査
し
、
歳
出
予
算
配
当
表
に
よ
り
追
加
の
配
当
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
会
計
管
理
者
に
通

知
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

こ
の
条
に
規
定
す
る
配
当
及
び
配
当
替
え
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
も
つ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
掲
げ
る
も
の
」
を
「
掲
げ
る
も
の
（
第
九
号
及
び
第
十
一
号
に
掲

げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
件
三
千
万
円
未
満
の
も
の
）
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
一
号
ロ
中

「
三
百
万
円
」
を
「
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
令
和
七
年
度
の
予

算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


